
○
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
七
十
九
号

石
綿
障
害
予
防
規
則
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
令
第
二
十
一
号
）
第
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
石
綿

障
害
予
防
規
則
第
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
物
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
七
月
二
十
七
日

厚
生
労
働
大
臣

加
藤

勝
信

石
綿
障
害
予
防
規
則
第
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
物

石
綿
障
害
予
防
規
則
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
令
第
二
十
一
号
）
第
六
条
の
二
第
二
項
の
石
綿
含
有
成
形
品
の
う

ち
特
に
石
綿
等
の
粉
じ
ん
が
飛
散
し
や
す
い
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
は
、
石
綿
等
を
含
有
す
る
け

い
酸
カ
ル
シ
ウ
ム
板
第
一
種
と
す
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
二
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


